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おわりに 

 

本論文では 1970 年代のイギリスにおける外国人労働者を，政策および実態，すなわち労働許可書政策と労働市場

における外国人労働者の分布の二側面から検討する．労働許可証発行の条件は 1970 年代を通して厳しくなり，発

行数も急減する．しかし，実際には熟練度の低い労働者へも発行されていた．その結果 1970 年代後半から 80 年

代初頭にかけ，労働市場における外国人労働者比率はほぼ一定であり，高失業下にあってもイギリス出身の労働

者への置き換えは進まなかった．1970 年代の政府報告書はイギリスの一部の産業が外国人労働者に依存している

ことを認め，労働許可書発行数の減少はこうした産業に大きな影響を与えることを懸念していたが，イギリス出

身労働者をこうした産業へと導入するための有効な手段を提示できなかった． 
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はじめに 

 

2008 年のリーマン・ショック以降，イギリスにおいて失業率が上昇したことによって外国人労働者(Foreign workers) 

への反感が強まり，移民問題は大きな政治問題となった．その結果，なぜイギリス労働市場は外国人労働者を必要と

しているのかという問題意識にたった研究が多くあらわれた．この研究の中心になったのは，オックスフォード大学

の「移民，政策および社会」研究センター(Centre on Migration, Policy and Society, COMPAS)のブリジット・アンダー

ソンである．彼女は 2000 年以降のイギリス労働市場について外国人労働者を必要とした原因を分析した研究成果を多

く出版しているが1．その研究の集大成として．2009 年にオックスフォード大学において開かれたワークショップをも

とにしたルースとの共著2がある． 

アンダーソンらは，「外国人労働者」をイギリス外で出生した労働者と定義する．それゆえ，アンダーソンらの外国

人労働者の定義はいわゆる新英連邦出身者も含まれている．本稿でもこれにしたがって，イギリス国外で出生し，調
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査時点においてイギリスで働いている人を外国人労働者とする．この外国人にはアイルランド，旧および新英連邦，

EC 諸国およびそれ以外の全ての国・地域の出身者を含む．  

さて，2008 年の『労働力調査』によると，同年における全労働者の 13.3％が外国人労働者であった．2002 年におけ

る外国生まれ労働者の割合は 8.2％なので，イギリスは 2000 年代に入って外国人労働者への依存を深めているように

見える3． 2004 年の EU の東方拡大以降，A8 と呼ばれる中東欧諸国，特にポーランドから多くの移民労働者がイギリ

スに流入したことはよく知られている． 2008 年『労働力調査』に基づいたアルディンらの研究によれば，イギリスに

いる A8 諸国出身者約 60 万人の 80％にあたる 47 万人は過去 5 年以内にイギリスに来た「新移民」であった4． 

リーマン・ショック後のイギリスにおいて外国人労働者問題は多くの人々が関心を寄せる問題であることは確かで

ある．しかし，2000 年以降の外国人労働者の動向のみに着目し，あたかもイギリスにおける外国人労働者が現在のみ

の問題であるように考えるは問題の本質を見誤る可能性がある．第２次世界大戦後，イギリス労働市場はほぼ常に外

国人労働者に依存していたのである．とはいえ，戦後の移民政策研究において人の移動が労働市場に与える影響につ

いての関心について必ずしも高くはなかった． 

第２次世界大戦後のイギリスに流入した新英連邦出身者については様々な角度から研究がなされてきた．英連邦出

身者は 1962 年まではイギリスに自由に入国可能だった．言いかえれば，労働市場の状況に関係なくイギリスで職を探

し就労することが可能であった．一方，1919 年以来イギリス帝国臣民あるいは英連邦市民以外の外国籍の人が就労を

目的としてイギリスに入国しようとする場合，労働許可証(Work Permits)が必要であった． 1962 年移民法はイギリス

への移民を希望する新英連邦出身者にカテゴリー化された労働バウチャー(Labour Voucher)の取得を義務づけ，特に熟

練や専門性を持たない新英連邦出身者へのバウチャーの発給を制限した． 新英連邦からの移民政策にかんする通史を

著したイアン・スペンサーは，1962 年移民法の決定過程においては移民規制が労働市場に与える影響にかんする考察

は重要とされず，カリブ海諸国や南アジアからの移民はイギリス労働市場に短期間に吸収され大量の失業も発生しな

かったにもかかわらず，移民規制は実行されたと指摘して5，1962 年の移民の規制は労働需給の問題ではなく統合可能

性の問題だったと指摘する6． 

 1962 年移民法以降も英連邦出身者への移民規制はさらに強化され，パトリアル概念を持ち込んだ 1968 年移民法を

経て，1971 年移民法によって英連邦出身者の入国管理と外国人を対象とする入国管理とが統合された．すなわち，英

連邦出身者であっても労働許可証の取得が必要となった．では，この過程でイギリス労働市場の状況と移民政策はど

のように関係したのであろうか．スペンサーは 1971 年移民法の施行のタイミングに着目する． 1971 年移民法の施行

は 1973 年 1 月 1 日であるが，この日はイギリスが EC に加盟した日でもある．この日を境に，労働移民を分かつ境界

線は「英連邦出身者」と「それ以外の外国人」から「EC 加盟国の国民」と「それ以外の外国人」へと変化した．英連

邦出身者のイギリス入国を別立てにして管理することは帝国意識の残滓だと考えれば，1971 年移民法は戦後移民政策

における 重要な転換点である． 

労働市場への外国生まれ労働者の導入という観点からは，イギリス労働市場状況，特に 1970 年代の経済の停滞およ

び失業率の上昇のもとで，どのような外国人労働者政策が行われたのかを考察する必要がある．そのためには，1971

年移民法以前では，英連邦出身者以外に適応されていた労働許可書による労働者の移入について分析する必要があろ

う．さらにはアイルランドからの労働供給や戦後のポーランド再定住軍7やヨーロッパ・ヴォランタリー労働者

(European Voluntary Workers，以下 EVWs)8，1960 年まで小規模ながら継続されたイギリス政府とドイツ,イタリア政府

との 2カ国間協定による労働者移入計画などとの関連も分析するべきであろう． 

イギリスにおけるアイルランド出身者にかんする研究は多い9が，英連邦およびアイルランド以外の外国人労働者に

かんする研究は手薄ではある．宮島喬は 1970，80 年代を多民族化・多文化化する現代ヨーロッパの原点と考えた10．

宮島の主たる分析対象はイギリスではないが，労働市場の転換，移民第２世代の成長などの特徴はこの時期のイギリ

スの状況でもある．宮島は， EC 加盟の意図を「コントロールしにくい，大量化しやすい非ヨーロッパ系移民の入国

を規制し,イギリス人および EC 国民の労働市場の保護を果たそうとするもの」11と指摘している．しかし，イギリス
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政府にとって，EC 国民の雇用をイギリス人のそれと同様に保護しようとする意図はあったのだろうか．また EC 国民

はイギリス労働市場において「保護」されなければならないような立場にあったのだろうか．宮島自身が指摘するよ

うに 1970 年代はそれ以前の時代に子ども移民としてイギリスに定住したエスニック・マイノリティが労働市場に参入

し始める時期でもある．イギリス政府にとって，成長するイギリス市民であるエスニック・マイノリティの労働市場

の確保は深刻な問題であったはずである． 

長期的な視点から労働許可証による労働者の導入がイギリス労働市場に与えた影響について，ベーニングは新英連

邦からの移民がイギリスに定住し，労働許可書による入国は短期だというのは誤りだと指摘した．ベーニングによれ

ば，長期労働許可証によってイギリスに入国した労働者とその家族の４分の１以上がイギリスに定住し，その多くは

イギリス市民権を取得した12． 

1960 年代および 70 年代におけるイギリスの経済後退期における外国人労働力に着目したのが，ドブソンらの研究

である.彼らは，外国人労働者は景気の波に従って労働市場の需給を調節する機能があるとするバッファー理論はこの

時期のヨーロッパ諸国には当てはまらず， 1970 年代イギリスにおいても労働力移入は確かに景気に影響されるもの

の，移出は移入とも景気とも明確に関係しないとした13． 

戦後の移民を労働力と言う観点から分析する場合，以下の２つの点に留意する必要がある，第 1 に，特定のエスニ

ックグループのみ，あるいは新英連邦諸国からの移民にのみ着目するのでは不十分であり，イギリス生まれ労働者も

含めてエスニックグループ相互の労働市場における位置づけに着目することが必要である．女性労働者にのみ限って

いるもののバーバーとシャッターの研究14は，新英連邦移民のみならず，ヨーロッパ(EC 加盟・非加盟を問わず)出身

の女性労働者，非-ヨーロッパ諸国からの労働許可証を利用した移民を広範に検討し，イギリスの EC 加盟後，移動の

自由を得た加盟国の女性労働者とそれ以外の外国出身労働者の間の格差が拡大したと指摘した15． 

第 2 は，外国人労働者は労働市場において偏在するので，外国人労働者に多くを依存している産業を重点的に検討

する必要があるという点である．ルースとアンダーソン(2010)は 21 世紀のイギリス労働市場において外国人比率が高

い産業の状況を分析するとともに，外国人労働者への依存について経路依存性概念を用いて分析した16．それぞれの産

業における外国人依存の歴史の研究が必要である．この問題意識にしたがって，奥田(2011)は病院家事労働における外

国人女性労働者への依存を，オクダ(2015)は，外国人労働者への依存が特に高い飲食業における外国人労働者をめぐ

る問題を分析した． 

イギリス労働市場における外国人労働者への依存の全体像を描くことを目的に，本稿は 1970 年代に着目し，1971 年

移民法とイギリスの EC 加盟前後の時期の労働許可証政策のありかた，同時代の労働市場における外国人労働者の状

況，外国人労働者労働者にたいするイギリス政府の認識を検討することを目的としている．政府の認識の検討には，

1977 年に雇用省が発表した報告書『労働市場における移民の役割(The role of immigrants in the labour market)』(以下『報

告書』と略記する)の草稿17を，外国人労働者の労働市場における位置づけには同時代の統計を利用する．なお，『報告

書』における移民の定義は「イギリス人以外を両親に持ち，イギリス国外で出生し，現在イギリスで働いている労働

者」18となっている．それゆえ，移民規制とは無関係であったアイルランド出身者も検討対象となっている．本稿でも

同様にアイルランド出身者も考察の対象に含む 

 

 

1. 1970 年代の外国人労働者政策 

1.1 1970 年代における労働許可証政策 

まず，本稿が分析対象としている 1970 年代における外国人労働者にかかわる政策を概観する．イギリスでは，1919

年の外国人法(1919 Aliens Act)，および 1920 年外国人令( 1920Aliens Order)以降，外国人――イギリス人以外を両親に持

ち，イギリス国外で出生した人のうち，アイルランド出身者(1922 年のアイルランド自由国の独立後も含め)とイギリ

ス帝国とコモンウェルス出身者以外の人――が，労働目的でイギリスに来る場合は労働許可証の取得が必要であった．



240

名古屋市立大学大学院人間文化研究科 人間文化研究 第 27 号 2017 年 1 月

すでにイギリスに労働目的以外で滞在している外国人が新たに就労するためには，許可(permission,あるいは，first 

permission)が必要であり，この二つはしばしば合計され外国人労働者への労働許可とされる．本論文でもこの二つを区

別せず労働許可書とする． 

労働許可書は外国人を雇用しようとする雇用者に対して発行された．雇用者は「外国人の雇用は理にかない，かつ

必要である(reasonable and necessary)であること，すでにイギリスに居住している労働者から採用するための適切な活

動を行ったこと，外国人労働者の賃金や労働条件はイギリス在住労働者のそれらより悪くないこと」,という条件を満

たしていることを示し，許可証の申請を行った．1970 年代に入るまで，労働許可証発行の原則は変化しなかった． 

変化があらわれたのは 1972 年であった．1971 年 11 月 11 日，雇用・生産性担当大臣だったロバート・カーは，庶民

院への文書による回答で，「現在の雇用状況を鑑み」労働許可書の発行条件の変更を発表した19．新しい方針では 72 年

の 1 月 1 日から，未熟練および半熟練の男性労働者の雇用については，労働許可証の発行が停止された．ただし，ヨ

ーロッパ共同体加盟国およびデンマーク，ノルウェー20からの労働者はこの限りではなかった．また，雇用許可証を申

請する際，雇用者は，職業安定所(Employment Exchange)に欠員を通知するだけではなく，新聞等に求人広告を出して

イギリス在住者に適切な労働力がいないことを確認することが求められた21．その一方，ホテル・飲食業には特別の割

当があり，1972 年には,未熟練および半熟練の男性労働者 5000 人の労働許可証が割り当てられた． 1971 年移民法は外

国生まれ，および英連邦市民に対して就労目的でイギリスに入国する場合，労働許可証を得ることを義務づけた．同

法は 1973 年 1 月 1 日から施行された．同日イギリスは EC に加盟したため EC 加盟国市民は労働許可証制度の適応除

外となった． 

1973 年以降，労働許可証による外国人の雇用は専門的な資格，技能あるいは経験を持った労働者のみに限られるこ

ととなった．イギリス在住者に適切な労働者がいないこと，同様の仕事における雇用と比較して賃金，労働条件が劣

位でないことは従前と変わらず必要要件であった．労働者は 18 歳から 54 歳の間とされた．労働許可書は短期と長期

に分かれ，長期の場合 長 1 年間の労働許可がおりた．長期の労働許可書の延長は内務省への申請によって行われ，

適切と認められれば認められた．労働許可書によって 4 年間イギリスで雇用され続ければ，その労働者は内務省に無

期限の滞在許可が申請可能となり，滞在許可が認められれば職業選択の自由を得，イギリスに定住可能となった22．長

期労働許可書による労働力移動は一部であるにしてもイギリス労働市場における外国生まれ人口のストックを増加さ

せる可能性があった． 

ところで労働許可証の発行対象となった職種の中には「住み込み家事労働者」と「病院および類似の機関における

労働者」があった．これらは，第 2 次世界大戦直後から外国人に依存してきた職23であり，ホテル・飲食業における特

別枠と同様に，こうした労働者に対して労働許可証を発行できる余地を 1973 年段階で残したことは，政府の外国人労

働者に対する認識を示している．1975 年には，「ホテル・飲食業」に男女 8500 人，「住み込み家事労働者」と「病院労

働者」合わせて 8000 人分の割り当てがあった．割り当て制度は規模を縮小しながらも 1979 年まで続いた．1979 年 3

月には「ホテル・飲食業」への，同年 12 月には「家事労働者」への労働許可証の割り当て制度が終了した．ただし，

その後も個人の家庭で働く家事労働者が「家族の一員」のような形で入国(「訪問者」などとして)することは行われ，

不法労働者として搾取の対象となったことが指摘されている24．  

労働許可書発行は 1980 年 1 月 1 日からさらに厳格になった．労働者は「認証された専門職資格を持つ，あるいは高

度な技能や経験を有する」ことが要件とされ，また外国人を雇用しようとする雇用主にたいしてイギリス在住者を雇

用することがさらに厳しく要請された．長期的な統計は，1980 年代前半，労働許可証発行数が長期短期をあわせ 10000

件程度であり，1982 年には長期労働許可書発行数はわずか 5700 だった． 80 年代半ばには労働許可証発行数は再び増

加し始め，1990 年には約 30000 件の労働許可証が発行されている25． 

 

1.2 誰に労働許可証が発行されたか 

本節では労働許可証によってイギリス労働市場に参入した外国人労働者数の推移と職業別，出身国別内訳を検討す
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ていることを示唆している． 

2000 年代を対象とした研究では，外国人労働者は特定の職に集中していることが知られている．では 1970 年代はど

うだったのどうか．前節で労働許可証の発行数が多い職業あるいは産業分野を検討したが，イギリス市場において外

国人労働者が多い産業はどのようなものであったのかを次節以降分析する． 

   

2.2 外国人労働者に依存する産業・職業 

第３章で検討する『報告書』は，主として 1971 年の国勢調査にもとづいて，外国人に依存している職を中心に調査

を行っている．『報告書』において，外国人労働者に依存していると指摘された分野は，食品加工，鋳造，繊維,衣服

製造，交通，医療(国民医療サービス＝NHS)，ホテル飲食業となっている．本論文では，男性外国人労働者が比較的多

い繊維労働者，交通，ホテル飲食業，女性外国人労働者が多い医療(看護師・看護助手)，家事労働について検討する． 

 

2.2.1 繊維労働者 

 『報告書』では繊維産業で働く男性労働者の 12.6%が外国生まれ労働者と指摘している．外国人生まれ労働者はヨー

クシャーおよびハンバーサイドのウール，ウーステッド業(男性外国人労働者比率 26.6％)イングランド北西部の綿およ

び亜麻製造における紡績・撚糸過程(同じく 22.4%)であった29． 1975 年の『労働力調査』では外国人労働者の割合は

10.5％，79 年では 13.1％，1983 年は 13.7％である．特徴的なことは，この間の繊維産業における男性労働者数の減少

である．1975 年『労働力調査』では，1387 名の男性繊維労働者(男性労働者数 66941)が記録されているが，79 年には

867 人(総数 62197)，83 年 497 人(総数 58369 人)へと減少している．外国人労働者の出生地は，1975 年パキスタン 2.9%,

インド 1.9%アイルランド 0.9%等30，1979 年にはパキスタン 4.5％，インド 2.3%，ポーランド 0.9%，アイルランド 0.8％，

1983 年はパキスタン 5.0％，インド 3.0％，アイルランド 0.8％となっている31．産業全体の労働力が減少していく中で，

労働力構成は特定の外国生まれに集中しており，彼らが衰退産業に残る，残らざるを得ない状況におかれたものと考

えられる． 

 

2.2.2 交通 

 『報告書』によれば，1971 年におけるグレートブリテン全体の交通・通信業の男性労働者の外国労働者の比率は 6. 

1％と産業全体の平均程度であった．しかし，地域差は大きく『報告書』は特に問題としてあげたロンドンでは鉄道労

働者(ブリティッシュ・レイルとロンドン交通局)では 23.8％，道路交通では 16.6％,郵便および通信業では 10.6％が外

国生まれ労働者であった32．1975 年の『労働力調査』では全国を通しての交通業の男性労働者の比率は 7.1％，1979 年

6.9％,1983 年 7.6％と微増している．外国人労働者の出身国は，1975 年ではアイルランド 1.9％，インド 1.2％，ジャマ

イカ 0.8％，79 年アイルランド 1.6％，インド 1.2％，ジャマイカ 0.8％，83 年は，アイルランド 1.4％，インド 0.9％，

パキスタン 0.7％，ジャマイカ 0.6％と出身国が分散する傾向がある．個々の国の出身者数が少数であり，分散する理

由を確定するのは困難である．しかし，1983 年におけるこの産業のアイルランド出身労働者(35 人)の平均年齢は 46 歳

とやや高く，比率が 75 年以降上昇しているパキスタン出身者出身は(17 人)の平均年齢が 35 歳と 10 歳以上の開きがあ

る33．このことからイギリスで成長したさまざまな国からの移民が，この産業に就業したことによって，出身国が分散

したのではないかと考えられる． 

 

 

2.2.3 ホテル・飲食業 

1.1 において見たように，1972 年に熟練度が低い男性労働者にたいする労働許可証の発行を停止した際，ホテルと飲

食業については例外的に「割り当て制度」を設け，これは 1979 年まで継続した．では，1970 年代および 80 年代初頭，
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この産業における外国人労働者比率はどのように変化したのであろうか．『報告書』では，1971 年の状況について，

ホテル・飲食業の労働者の 14.4％，男性労働者に限れば 22.9％が外国人労働者であると指摘している34． 

『労働力調査』によれば，ホテル．飲食業における男性労働者の外国人比率は 1975 年 25.4％，79 年 27.4％，83 年

28.3％と高率であり，微増傾向にある．ヨーロッパ諸国出身労働者の割合が高いのがこの産業の特徴であり，イタリア

人を筆頭に EC 加盟国出身者が 1975 年には 5.4％，1979 年には 5.1％，83 年には 6.2％となる．ただし 83 年の統計に

はこの時点で EC 加盟国となっていたギリシアを含んでいる．これにスペイン，ポルトガルを加えると，当該期間をと

おして労働者の約 7%はヨーロッパ出身である．その他には，香港(1975 年 4.0％；1979 年 3.5%；1983 年 6.9％)，キプ

ロス(1975 年 2.4％；1979 年 2.7％；1983 年 2.0％)，中華人民共和国(1975 年 1.5％；1979 年 1.7％；1983 年 2.3％)，パ

キスタンおよびバングラデッシュ(1975 年 3.3％；1979 年 1.6％；1983 年 3.3%)が目立つ出身国となっている35． 1970

年代後半の労働許可証発行数の減少は外国生まれの労働者の割合を一時的に減少させているが，1983 年には 1975 年

と同等かそれ以上の割合となっている．1970 年代後半イギリスにおけるバングラデッシュ系レストラン経営者等の団

体が労働許可証の発行を政府に要請している．エスニック・レストランへの雇用を目的とした労働許可証の発行をめ

ぐる政府とレストラン経営者の攻防は 1980 年代にも継続する36．1975 年以降の労働許可証政策は，エスニック・レス

トランを梃子とした外国人労働者の移入を長期的に変化させることなく，ホテル・飲食業が外国人労働者に依存して

いたことには変化はなかった． 

 

2.2.4 看護師・病棟助手 

 繊維業および交通，ホテル・飲食業が産業による分類であるのに対して，「看護師・看護助手」は職業による分類で

ある．本研究ではこの分類に当たる女性を「看護師・病棟助手」とし，「看護師」として看護婦長(nurse administrator)，

正看護婦(state registered nurse), 国家登録看護婦(state enrolled nurse), 国家資格を持つ助産師，看護助手(nursing auxiliaries 

and assistant)の医療職，と対人サービス業に分類される病棟助手(hospital/ward orderlies)とする．看護師不足は戦後イギ

リスにおいて継続する深刻な問題であり，様々な形で外国人労働者の導入が図られた職種であった37．1971 年の国勢

調査では看護師の職位によって外国人比率は異なるものの外国人比率は，一般の看護師では約 20％，看護実習生(pupil 

nurse)では約 30％となることを指摘している38． 

 1975 年の『労働力調査』では，看護師の外国人比率は 15.6％，病棟助手のそれは 13％であった39．この比率は 1979

年には看護師 15.7％とほぼ一定，病棟助手は 7.9％へと大きく減少した．1983 年では看護師 13.2％とやや減少している

(1983 年には「看護助手」区分はない)．1983 年における病棟助手の外国生まれは 7.4％である．外国生まれ看護師の出

身国はアイルランド(1975 年 4.4％；1979 年 4.0％;1983 年 3.7％)，ジャマイカ(1975 年 2.6％；1979 年 2.8％；1983 年

1.9％)である．1975 年から 1979 年にかけての病棟助手における外国人労働者比率の減少は，主として，アイルランド

出身者の減少(1975 年 5.6％；1979 年 2.4％)によるものであるが，1983 年には 3.1%と微増している40．女性がパートタ

イム労働として行うことが期待された病棟助手は，イギリス国内生まれの女性に置き換えられる可能性があるものの，

短期的な置き換えが不可能な資格職については国外からの外国人労働者が重要な供給源であった． 

 

 2.2.5 家事労働者 

 1970 年代イギリスで働く家事労働者には 2 種類あった．一つは，個人の家庭で働く家事労働者であり，他の一つは，

ホテル，病院や(寄宿)学校などで家事関連サービスを提供する，あるいはオフィスなどで清掃やその他の家事を行う労

働者である．病院等の機関で働く家事労働者の不足はその機関の業務の遂行に深くかかわるため，政府は深刻に受け

止めざるを得ない問題であった．『報告書』では病院の家事労働者については，1968 年に行われた調査を引用する形

で，病院家事労働者の 11％が「カラード」3.4％がアイルランド人，7.8％は「カラードでない」外国人労働者と合計

22.2％が外国人労働者と指摘している41．『労働力調査』では病院家事労働者のみを抽出することはできないため，家

事労働者と明確に分類される女性42についてのみ検討する．1975 年の『労働力調査』では，このように分類された女性
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は 545 人であり，外国人比率は 8.4％である．1979 年『労働力調査』ではこの職行に分類される女性労働者は一気に

4192 名へと増加する43．外国人労働者比率は 6.8％とやや減少している.1983 年には，この職業に分類される女性は，

2008 人,外国人比率は 6.4％である．1975 年の家事労働者のうち，外国人出身者はアイルランド出身がやや目立つ程度

(1.8％)であり，他は分散している．1979 年ではアイルランド出身は 2.9％に増加し，ジャマイカ(0.7％)も一定割合働い

ている．家事労働者にかんして特に興味深いのはイタリアの中心とした EC 諸国出身者でこの職業についている女性

労働者の存在である．EC 諸国出身者のみで 0.9％，スペイン出身者を入れると 1.2％となる．1983 年はアイルランド出

身者 1.8％，EC 諸国出身者が 1.1％，スペイン出身者を加えたヨーロッパ出身者は 1.3％である44． 

 

2.2.6. 小括 

労働者全体で見た場合ほとんど変化がなかった外国人労働者比率であるが，個別に検討すると，変化が見られる産

業とほとんど変化がない産業が混在している．男性労働者については政府とエスニック団体との対立の舞台であった

ホテル・飲食業では確かに一時的に構成比を下げている国・地域も存在する．しかし，男性労働者全体としては大きな

変化はない．女性労働者についてはパートタイム労働が主流を占めている病棟助手では外国人比率は低下している．

しかし，看護師の外国人比率はほぼ一定である．家事労働者については調査年ごとに対象となる人数が大きく異なる

が，一定数の外国出身の労働者が含まれていた．1970 年代以降労働許可証の発行は厳しくなり，1970 年代末には性別

を問わず熟練度が低い労働者には発行しなくなった．しかし，熟練度の低い男性労働者への発行を停止してから10年，

ホテル・飲食業などへの特別枠を完全に廃止してから数年経過した 1983 年においても，上で見た産業，職業の多くで

外国人比率は 1975 年とほとんど変化ないか，微増していた．その理由の一部はこの間イギリスにおいて成長して教育

を終了した若い移民が労働市場に参入してきたことによって説明できるであろう．しかし，1970 年代あるいはそれ以

前にイギリスに来た外国生まれ労働者は，失業率が上昇した 1980 年代初頭にも大きくその割合を減少させることはな

かった．ドブソン等が 1960，70 年代に関してしてきた外国人労働者の特徴は 1980 年代初頭にも当てはまる．イギリ

スの外国人労働者は景気による労働需給のバッファーでなく，不況時にもそこに留まる存在だった．言いかえれば，

イギリス労働市場は不況のときでも一定数の外国生まれ労働力に頼っていた． 

 

3 外国人労働者への政府の認識 

では，イギリスにおける外国人労働者の役割について政府はどのように分析をしていたのであろうか．『報告書』は

マンパワー政策委員会からの委託によって，移民が労働市場に果たした役割を分析するとともに，今後予想される労

働許可証の大幅な減少によってイギリス労働市場がどのような影響を受けるかを考察し，労働市場に起こりうる課題

をあきらかにすることを目的としていた．報告書が対象とする移民はアイルランド，新英連邦，EC 諸国からの労働で

あり，北米出身者や旧英連邦諸国からの労働力移動については考慮していない． 

そもそも，第 2 次世界大戦後のイギリス労働市場における外国人労働者の貢献について，政府はこの時点において

どのように認識していたのであろうか．『報告書』では戦後のイギリスに導入された外国人労働者の導入について詳述

している．『報告書』によれば，戦後イギリスに導入された「外国人労働者」は以下のとおりであった．ポーランド再

定住軍とその家族が約 11 万人，EVWs として約 85000 人，1947 年から 1960 年まで行われたイタリアおよびドイツと

の 2 国間協定による労働力の導入によってのべ 20000 人強の労働者が導入され，ドイツ人捕虜のうち 15000 人がイギ

リスに定住した．一方，アイルランドからの移民も戦後増加した．アイルランド人のイギリスへの流入数は統計がな

いが，『報告書』ではアイルランドの統計を利用し，1951 年から 71 年の 20 年間に同国から 470 万人程度の流出があ

り，その 80％はイギリスへの移民と考えている45．新英連邦について『報告書』は不十分なので他の資料を援用する．

アフロ・カリビアンの移民は内務省統計で 1952 年から 61 年までに約 28 万人とされている46が，1950 年代後半から増

加するインド，パキスタンからの移民を加えると新英連邦からの移入はおよそ 48 万人である47．1962 年に労働バウチ

ャー制度が導入された後，イギリスで雇用される職が決定している人に発行されるカテゴリーA では約 48000(うち新
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英連邦出身者が 45800)，専門職などに発行されるカテゴリーB では約 60000(うち新英連邦出身者が約 50000)，1964 年

に発給が停止されるすべての労働者を対象としたカテゴリーC が 3 年間で約 42000(うち新英連邦出身者が 41000)がそ

れぞれ発行された48．さらに『報告書』は東アフリカにおけるアジア系連邦王国パスポート所持者の流入について 1968

年に 1500 であったバウチャー発行数が 1975 年には 5000 となり，さらに 1972 年のウガンダ危機の際に 28000 人が流

入し，そのうち 12000 人が雇用を希望していると指摘した． 

労働許可書はこうした労働力の移入に加えて発行された．景気の後退期には移民への批判が高まるにもかかわらず，

イギリス労働市場がさまざまな形で外国人労働者を受け入れてきた背景には，イギリス生まれ労働者の減少があった．

『報告書』では 1961 年から 71 年の間にイギリス生まれ労働者約 19 万人，男性労働者のみで 106000 人減少したと指

摘した．この減少の理由の一つはイギリス市民の国外への流出であった．ハットンとプライスが示すように，1960 年

代後半から 80 年代半ばまでイギリスは，年間 25-30 万人程度の移出に対して年間 20 万人程度の移入，言い換えれば，

人口の社会減を経験していた．イギリス市民も年によって異なるものの，多い年には 10 万人以上(1960 年代および 1975

年)，少ない年でも 5 万人弱が流失している49．若年労働者数減少については進学者数の増加も背景にあった50． 

『報告書』は，移民に大きく依存している産業の雇用主からの聞き取りから，なぜ一部の産業，職種に移民が集中す

るのかを明らかにし，イギリス人労働者を雇用できない原因を探ることを目的とした．いずれの産業も雇用者は，外

国人労働者雇用の理由として国内在住労働者の消極性をあげている．消極的になる理由は産業によって異なるが，夜

間シフトや夜勤が必要，低賃金，劣悪な労働環境などが上げられている51．また繊維産業では産業自身が衰退している

こと，鋳造業では生産工程の変化によって労働者の満足度が下がったなど，個々の産業に特有な原因もあった． 

 調査チームによる聞き取りは，雇用者が外国人労働力に依存している状況を詳述し，暗に移民の制限がこうした産

業に大きな影響を与えることを示唆するとともに，一部の産業については影響の深刻さについてふれている．すでに

見たように，看護師は外国人に多くを依存していた．特に精神疾患，知的障がい，高齢者にかかわる看護職にたいして

イギリス生まれの労働者は就職に消極的であり，外国人労働者が多かった．こうした事実を指摘した後，「看護学生，

見習い看護師，あるいは資格を持つ看護師の国外からの NHS への移入を大幅に減少させることは，かなり大きな問題

となる可能性が高い．特に，外国出身看護師が集中している分野についてはそうである」52と指摘している． 

すでに見たように，1970 年代後半労働許可発行数は急速に減少していた．この状況を背景に，『報告書』では今後の

労働市場の状況について考察をしている．報告書では現在イギリス出身労働者が好まない産業，職種に従事している

外国生まれ労働者，特に新英連邦出身者の今後の動向を予測するとともに，今後イギリス労働市場に参入するエスニ

ック・マイノリティの若年者の動向を予測した．また，イギリスの EC 加盟によって労働市場が受ける影響についても

考察している． 

イギリスの EC 加盟による影響であるが，政府はこのルートによる労働力の確保について悲観的であった．すでに見

たように EC 諸国出身者への労働許可証発行数は減少している．また，EC 諸国の中で 1 人当たり GDP がイギリスに

より低いのはイタリアとアイルランドのみである点，イギリスの相対賃金は他の EC 諸国と比較して低下していると

分析し，イギリス労働市場は多くの EC 加盟国の市民にとって魅力的ではないとした．かつて労働供給源であったイタ

リアについては 1960 年代を通してイタリア人への労働許可書発行数は減少し，アイルランドの EC 加盟は従来イギリ

スに来ていたアイルランド人がよりよい賃金を求めて他の EC 諸国に移動する可能性を示唆している53．つまり，EC 諸

国はイギリスで不足する労働力の供給源とはみなされていなかった． 

では，現在のイギリスに労働市場で働く外国人労働者は現在の職にとどまるのであろうか．『報告書』では戦後イギ

リスに来た新英連邦出身以外の移民，特に，ポーランド再定住軍，EVWs の職業の変化について言及している．第 2 次

世界大戦後，「 も人気がなく， も不安定で，賃金が も低い」54産業分野に導入されたポーランド再定住軍のポー

ランド人たちは 1960 年代までに多くが自営業者となった．また，来英当時は労働力不足の職に導入され，職業移動の

自由がなかった EVWs は 1951 年以降，3 年以上のイギリス滞在によって順次職業選択の自由を得た．その結果 1950

年代半ばまでに多くは離職し，特に農業，炭鉱から繊維産業に移動した．女性 EVWs の多くは看護助手や病棟助手に
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導入されたが，そうした職業では選択の自由を得た後に残留したのは 5 分の 1 から 6 分の 1 程度と見積られている55．

『報告書』は，現在新英連邦からの労働者の雇用に依存している産業の多くはかつて，こうした労働者に依存してい

たことを指摘し，特定の産業分野において労働力不足は戦後ほぼ一貫したものであり，第 2 次世界大戦後 30 年にわた

って，イギリス生まれの労働力では不足する状況は変化しなかったことを認めた56． 

では，新英連邦出身者の職は今後どうなるのであろうか．『報告書』では新英連邦出身者の年齢構成が比較的若いこ

とを指摘し，1970 年代前半に労働市場にいる新英連邦出身者は当面労働市場にとどまるであろうと予測する．『報告

書』では労働市場にいる移民第 1 世代の職業上の上昇については悲観的である．その理由として，職業上の障壁と新

英連邦出身者独自の困難の双方をあげた．職業上の障壁として，マニュアル労働から非－マニュアル労働への移行す

るものは少数である点，高等教育進学者数の大幅な増加のためにショップフロアから管理経営層への移動は困難にな

ったこと，マニュアル労働者内部においても徒弟期間を経なければ熟練職にはいることはできないといった理由をあ

げ，これらの条件を満たさない新英連邦からの移民第 1 世代には職業的上昇の可能性は低いと結論づけた57．さらに，

移民第 1 世代には独自の問題，すなわち,言語的課題もある．特にアジア系については，男性の 30％，女性の 59％は英

語をほとんど理解しないとし，そのことがアジア系移民の職業上の上昇を困難にしていると指摘した58．さらに『報告

書』は雇用主が新英連邦出身者に対して持っている偏見によって移民第 1 世代の昇進が阻まれていることを指摘し59，

「現在，半熟練あるいは未熟練職にいる新英連邦からの移民第 1 世代の多くは，生涯その職にとどまる可能性が高い」

60と結論づけた．この点，過去のヨーロッパ系労働者の社会的移動とは異なった判断をしていた． 

『報告書』は，しかし，新英連邦にルーツを持つ若年世代の動向については異なった考えを持っていた．『報告書』

では新英連邦出身で，1971 年に 5 歳から 14 歳であり，イギリスにおいて教育を受け，今後 2, 3 年から 10 年後に労働

市場に参入する若年者は約 10 万人と推計された．以下，新英連邦出身のエスニック・マイノリティの若年者でイギリ

スにおいて教育を受ける世代を，アメリカの社会学者ミン・ヂョウの研究を援用し，移民 1.5 世代とする61．『報告書』

は第 1 世代の職業上の特徴と，若年世代の職業見通しとは区別が必要とし，移民 1.5 世代がその両親は受け入れた熟練

度が低い労働に参入する可能性について疑義を呈する．調査チームが訪問した多くの雇用者や，職業訓練関係者から

の聞き取りの結果として，エスニック・マイノリティの若年者を熟練度が低い職にひきつけるのは，白人の若年層と

同様に困難という見通しを示した62．こうした予測にもとづき，イギリス生まれの労働者をひきつけられない産業，職

業に移民第 1.5 世代，第 2 世代を導入することは,今後一層困難になると予想した．ただし，政府の見解では移民第 1.5

世代はイギリスにおいて十分な職業資格や教育を得るから両親と異なる職に就くことが可能なのではない．『報告書』

における移民第 1.5 世代への評価は低い．移民 1.5 世代は義務教育年齢を超えて教育機関に在籍し，あるいは継続教育

機関に進学するが，特に資格等の取得を目的としないか，能力を超えて学業資格の取得を目指し，その結果年齢制限

がある徒弟制に入ることができないと批判する63．『報告書』は，また，少数ではあるもののイギリスでの教育が 2，3

年と短期であり資格もなく，職もないマイノリティの若年者でも両親が受け入れていた職種を拒否し，結果として労

働市場そのものからドロップ・アウトするという状況にも注目している64． 『報告書』では 1970 年代後半以降シフト

労働やサービス業の増加による不規則な労働時間に働く必要性が増大する可能性を示唆していた．その結果，特にエ

スニック・マイノリティに依存しているロンドンの公共部門では移民規制によって，労働力不足が予想されるとした．

イギリス全体についても，失業率が 1960 年年代から 1970 年代前半よりやや高い程度なら，移民規制と国内のエスニ

ック・マイノリティの変化により魅力がない職場では今後労働不足が発生するとしている． 

では，どのように対応したらよいのか．『報告書』は移民規制および人種差別禁止にかんする政策は所与であり，よ

り柔軟な移民政策による外国人労働者の大量の導入や人種差別的な労働市場によって外国人労働力をより低位の職に

とどめておくことは不適切とする．『報告書』によれば採りうる手段は 3 つであり，第 1 に従来利用してこなかった労

働力の利用，具体的には女性労働者を夜間シフトに雇用する，第 2 に機械化，第 3 に労働条件の改善，具体的には賃

金の上昇とジョブ・エンリッチメントなどによって労働者をひきつける工夫をするべきとしている．外国人労働者の
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代替に関して，個々の雇用主が努力し，政府がそうした雇用主の努力を促進するべきとするものの，政府の明確な方

針，政策は示されていない． 

『報告書』は，第 2 次世界大戦，あるいはそれ以前からイギリス労働市場は外国人生まれ労働が流入し，一部の産

業分野では不可欠なものとなっていることを認め，移民規制はイギリス労働市場が大きな影響を与えることも認識し

ていた．第 1 章で見たように，1970 年代に入り労働許可証の発行数は急減し，熟練度が低い労働者への許可証の発行

を制限，廃止した．失業率が上昇するなか，この方針は労働市場の状況に沿っているように見える．しかし，労働市場

全体の需給関係を示す失業率と一部の産業分野における局地的な労働需給とは無関係である．『報告書』は従来長期に

わたって外国生まれ労働者に依存しきた産業分野，職業の魅力を高め，イギリス生まれの労働者をひきつける方法や

労働市場の見通しを示すことができず，移民第 1.5 世代の高学歴化やそれに伴う職業選択にかかわる志向の変化を批

判するのみであった．1970 年代の労働許可証政策は労働需給や労働力不足分野への労働力の再配置の具体策とは無関

係に行われた．政府の政策は不況期にあっても，イギリス生まれ労働者を適切に配置することができず，一部の産業

分野における外国人依存体質は継続した． 

 

おわりに 

 第 2 次世界大戦後のイギリスの労働市場を見たとき，常に外国人労働者が流入しいくつかの産業，職業において一

定の割合を占めていた．1960 年代労働許可証の多くは熟練度の低い労働者へと発行された，1970 年代には半熟練・未

熟練労働への許可証の発行が制限されたものの，雇用者からの要望に応えて特別割り当てが設定され，外国生まれ労

働者の流入が継続することになった．70 年代後半から 80 年代初頭の失業率の上昇期にあっても，労働市場における外

国生まれ労働者の割合は一定であり，バッファー理論は 80 年代初頭のイギリス労働市場についてはあてはまらなかっ

た．政府は「移民労働力」がイギリス労働市場に果たした役割を認識するとともに,移民の制限が一部の産業分野に深

刻な影響を与えることを認識していた．しかし，『報告書』は外国人労働者に代わる労働力の導入についてはほとんど

ふれることがなかった．その結果，それぞれの産業の外国人比率は大きく変化することがなかった． 

 アンダーソンらは，21 世紀のイギリス労働市場の外国人への依存の理由を経路依存性概念の利用によって説明した．

1970 年代の労働許可証政策のあり方は，雇用主の外国人労働者へと依存するという経路がすでに 1970 年代には明確

であったことともに，イギリス政府は不況下にあってもそうした状況を追認していたことを示している 
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